
【申し送り事項】

当方にて校正は行っておりますが、内容の最終
チェックは必ずご依頼者様にてお願いいたします。

PPTファイルのまま印刷しますと、複合機によって
はフォントの再現がされない可能性がございます。
そのため、お手数ですが「名前を付けて保存」→
ファイル形式を「PDF」にて保存していただき、
PDFファイルを印刷いただきますようお願い申し
上げます。

03-3578-2680
港区 子ども家庭支援部 

子ども政策課 子ども政策推進係
問合せ

区では、小さな子どもたちがのびのびと外遊びできる
よう、活用されていない民有地に外遊び場を整備する
「港区こどものにわ事業」を実施しており、当該事業に
活用させていただける土地を広く募集しています

整備する遊び場について

遊び場の仕様やイメージについ
ては、条件等を踏まえて、個別に
検討します

実施事例

高輪二丁目こどものにわ
（住所：高輪二丁目３番）

事例の詳細は
こちら

活用されていない土地をお持ちの方、事業者様は、
是非ご検討をお願いします

✓区が直接借り上げて外遊び場を整備します
✓活用期間中は区が全面的に管理します

強調色の水色がより目立つように
角丸帯２つはグレーに落としました。

100平方メートル以上面積

開設日から最低5年以上活用可能期間

可能な限り、無償での提供をお願いし
ています。その場合、固定資産税及び都
市計画税が非課税となります（所有者様
側で別途都税事務所に対する手続が必要です）

賃料について

活用可能予定期間、面積、土地の現状、
敷地形状、周辺の保育施設や公園等の
分布状況、近隣環境その他諸条件を検
討の上、区として、借り受けるか否かを
判断します
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